
広
島
県
物
品
管
理
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
四
月
一
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
規
則
第
二
十
号 

広
島
県
物
品
管
理
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
広
島
県
物
品
管
理
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

広
島
県
物
品
管
理
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
広
島
県
規
則
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

 

（
電
算
処
理
） 

第
四
十
六
条 

こ
の
規
則
に
規
定
す
る
帳
票
又
は
帳
簿

は
、
電
子
計
算
組
織
に
よ
り
処
理
す
る
場
合
に
お
い

て
は
、
別
に
知
事
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
磁

的
記
録
媒
体
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他

人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に

よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に
係
る
記
録

媒
体
を
い
う
。
）
を
も
つ
て
調
製
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

２ 

（
略
） 

 

 
（
電
算
処
理
） 

第
四
十
六
条 

こ
の
規
則
に
規
定
す
る
帳
票
又
は
帳
簿

は
、
電
子
計
算
組
織
に
よ
り
処
理
す
る
場
合
に
お
い

て
は
、
別
に
知
事
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
磁
気

デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
式
に
よ
り
一
定
の
事

項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
含

む
。
）
を
も
つ
て
調
製
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

   

２ 

（
略
） 

 

（
広
島
県
予
算
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

広
島
県
予
算
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
広
島
県
規
則
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

（
電
算
処
理
） 

第
二
十
五
条 

こ
の
規
則
に
規
定
す
る
帳
票
又
は
帳
簿

は
、
電
子
計
算
組
織
に
よ
り
処
理
す
る
場
合
に
お
い

て
は
、
別
に
知
事
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
磁

的
記
録
媒
体
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他

人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に

よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に
係
る
記
録

媒
体
を
い
う
。
）
を
も
つ
て
調
製
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

２ 

（
略
） 

 

（
電
算
処
理
） 

第
二
十
五
条 

こ
の
規
則
に
規
定
す
る
帳
票
又
は
帳
簿

は
、
電
子
計
算
組
織
に
よ
り
処
理
す
る
場
合
に
お
い

て
は
、
別
に
知
事
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
磁
気

デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
式
に
よ
り
一
定
の
事

項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
含

む
。
）
を
も
つ
て
調
製
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

   

２ 

（
略
） 

 

 

（
広
島
県
公
有
財
産
管
理
規
則
の
一
部
改
正
） 



第
三
条 

広
島
県
公
有
財
産
管
理
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
広
島
県
規
則
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

 

（
財
産
台
帳
の
記
載
） 

第
五
十
四
条 

財
産
管
理
課
長
は
、
財
産
に
関
す
る
権

利
の
得
喪
変
更
そ
の
他
の
財
産
の
異
動
が
あ
つ
た
場

合
に
は
、
直
ち
に
前
条
の
台
帳
に
こ
れ
を
記
載
（
第

六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
子

的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て

は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記

録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用

に
供
さ
れ
る
も
の
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
を
も
つ
て
調
製
す
る
台
帳
に
あ
つ
て
は
、

記
録
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

２
・
３ 

（
略
） 

  

（
異
動
報
告
） 

第
六
十
二
条 

課
又
は
地
方
機
関
の
長
は
、
当
該
課
又

は
地
方
機
関
に
お
い
て
管
理
す
る
財
産
に
つ
い
て
増

減
そ
の
他
の
異
動
が
あ
つ
た
と
き
は
、
別
記
様
式
第

三
十
八
号
に
よ
る
報
告
書
に
よ
り
、
直
ち
に
財
産
管

理
課
長
に
報
告
（
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
電
磁

的
記
録
媒
体
を
も
つ
て
台
帳
を
調
製
す
る
財
産
に
あ

つ
て
は
、
当
該
台
帳
に
記
録
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

２ 

（
略
） 

  

（
定
期
報
告
） 

第
六
十
三
条 

課
又
は
地
方
機
関
の
長
は
、
当
該
課
又

は
地
方
機
関
に
お
い
て
管
理
す
る
財
産
に
つ
い
て
毎

会
計
年
度
末
現
在
に
お
け
る
数
量
及
び
当
該
会
計
年

度
に
お
け
る
年
間
の
異
動
に
つ
い
て
別
記
様
式
第
三

十
九
号
に
よ
る
報
告
書
に
よ
り
、
翌
会
計
年
度
の
四

月
三
十
日
ま
で
に
財
産
管
理
課
長
に
報
告
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ

り
電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
つ
て
台
帳
を
調
製
す
る
財

産
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

（
略
） 

  

（
電
算
処
理
） 

第
六
十
九
条 

こ
の
規
則
に
規
定
す
る
帳
票
又
は
台
帳

は
、
電
子
計
算
組
織
に
よ
り
処
理
す
る
場
合
に
お
い

て
は
、
別
に
知
事
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
磁

的
記
録
媒
体
を
も
つ
て
調
製
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

２ 

（
略
） 

 

 

（
財
産
台
帳
の
記
載
） 

第
五
十
四
条 

財
産
管
理
課
長
は
、
財
産
に
関
す
る
権

利
の
得
喪
変
更
そ
の
他
の
財
産
の
異
動
が
あ
つ
た
場

合
に
は
、
直
ち
に
前
条
の
台
帳
に
こ
れ
を
記
載
（
第

六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も
つ
て

調
製
す
る
台
帳
に
あ
つ
て
は
、
記
録
。
以
下
こ
の
章

に
お
い
て
同
じ
。
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

     

２
・
３ 
（
略
） 

  

（
異
動
報
告
） 

第
六
十
二
条 

課
又
は
地
方
機
関
の
長
は
、
当
該
課
又

は
地
方
機
関
に
お
い
て
管
理
す
る
財
産
に
つ
い
て
増

減
そ
の
他
の
異
動
が
あ
つ
た
と
き
は
、
別
記
様
式
第

三
十
八
号
に
よ
る
報
告
書
に
よ
り
、
直
ち
に
財
産
管

理
課
長
に
報
告
（
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
磁
気

デ
ィ
ス
ク
を
も
つ
て
台
帳
を
調
製
す
る
財
産
に
あ
つ 

て
は
、
当
該
台
帳
に
記
録
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

（
略
） 

  

（
定
期
報
告
） 

第
六
十
三
条 

課
又
は
地
方
機
関
の
長
は
、
当
該
課
又

は
地
方
機
関
に
お
い
て
管
理
す
る
財
産
に
つ
い
て
毎

会
計
年
度
末
現
在
に
お
け
る
数
量
及
び
当
該
会
計
年

度
に
お
け
る
年
間
の
異
動
に
つ
い
て
別
記
様
式
第
三

十
九
号
に
よ
る
報
告
書
に
よ
り
、
翌
会
計
年
度
の
四

月
三
十
日
ま
で
に
財
産
管
理
課
長
に
報
告
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ

り
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も
つ
て
台
帳
を
調
製
す
る
財
産

に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

（
略
） 

  

（
電
算
処
理
） 

第
六
十
九
条 

こ
の
規
則
に
規
定
す
る
帳
票
又
は
台
帳

は
、
電
子
計
算
組
織
に
よ
り
処
理
す
る
場
合
に
お
い

て
は
、
別
に
知
事
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
磁
気

デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
式
に
よ
り
一
定
の
事

項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
含

む
。
）
を
も
つ
て
調
製
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

（
略
） 

 



 
（
広
島
県
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例 

 
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 
広
島
県
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る 

 

条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
広
島
県
規
則
第
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 
後 

改 

正 

前 

 
 

 

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
保
存
の
方
法
） 

第
三
条 

（
略
） 

一 

作
成
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を
民
間
事
業
者
等
の 

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ 

ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に
係
る 

記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
も
っ
て
調 

製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
よ
り
保
存
す
る
方
法 

  

二 

書
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
ス
キ
ャ
ナ
（ 

こ
れ
に
準
ず
る
画
像
読
取
装
置
を
含
む
。
）
に
よ 

り
読
み
取
っ
て
で
き
た
電
磁
的
記
録
を
民
間
事
業 

者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た 

フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
っ
て
調
製 

す
る
フ
ァ
イ
ル
に
よ
り
保
存
す
る
方
法 

２ 

（
略
） 

  

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
作
成
の
方
法
） 

第
四
条 

民
間
事
業
者
等
が
、
条
例
第
四
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
書
面
の
作
成
に
代
え
て
当
該
書
面
に

係
る
電
磁
的
記
録
の
作
成
を
行
う
場
合
は
、
民
間
事

業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た

フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体

を
も
っ
て
調
製
す
る
方
法
に
よ
り
作
成
を
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
交
付
等
の
方
法
） 

第
八
条 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ 

ル
に
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
も
の 

を
交
付
す
る
方
法 

２ 

（
略
） 

 

 

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
保
存
の
方
法
） 

第
三
条 

（
略
） 

一 

作
成
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を
民
間
事
業
者
等
の 

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ 

ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム 

そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事 

項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
（ 

以
下
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
と
い
う
。
）
を
も
っ 

て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
よ
り
保
存
す
る
方
法 

二 
書
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
ス
キ
ャ
ナ
（ 

こ
れ
に
準
ず
る
画
像
読
取
装
置
を
含
む
。
）
に
よ 

り
読
み
取
っ
て
で
き
た
電
磁
的
記
録
を
民
間
事
業 

者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た 

フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
っ
て
調
製 

す
る
フ
ァ
イ
ル
に
よ
り
保
存
す
る
方
法 

２ 

（
略
） 

  

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
作
成
の
方
法
） 

第
四
条 

民
間
事
業
者
等
が
、
条
例
第
四
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
書
面
の
作
成
に
代
え
て
当
該
書
面
に

係
る
電
磁
的
記
録
の
作
成
を
行
う
場
合
は
、
民
間
事

業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た

フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等

を
も
っ
て
調
製
す
る
方
法
に
よ
り
作
成
を
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 
 

 

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
交
付
等
の
方
法
） 

第
八
条 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ 

ル
に
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
も
の 

を
交
付
す
る
方
法 

２ 

（
略
） 

 

 

（
広
島
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 

広
島
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則
（
平
成
十
年
広
島
県
規
則
第
七
十
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 



 

（
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利

用
す
る
方
法
） 

第
十
九
条 
条
例
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
面
の

作
成
に
代
え
て
行
う
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録

の
作
成
は
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る

方
法
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に
係
る

記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
も
っ
て
調
製

す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

   

第
二
十
条 

（
略
） 

一 

作
成
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を
特
定
非
営
利
活
動

法
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た

フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
っ
て
調
製

す
る
フ
ァ
イ
ル
に
よ
り
備
え
置
く
方
法 

二 

書
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
ス
キ
ャ
ナ
（

こ
れ
に
準
ず
る
画
像
読
取
装
置
を
含
む
。
）
に
よ

り
読
み
取
っ
て
で
き
た
電
磁
的
記
録
を
特
定
非
営

利
活
動
法
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え

ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
っ

て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
よ
り
備
え
置
く
方
法 

２ 

（
略
） 

 

 

（
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利

用
す
る
方
法
） 

第
十
九
条 

条
例
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
面
の

作
成
に
代
え
て
行
う
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録

の
作
成
は
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る

方
法
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム

そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項

を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
（
以
下

「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
と
い
う
。
）
を
も
っ
て
調
製

す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
二
十
条 

（
略
） 

一 

作
成
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を
特
定
非
営
利
活
動

法
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た

フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
っ
て
調
製

す
る
フ
ァ
イ
ル
に
よ
り
備
え
置
く
方
法 

二 

書
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
ス
キ
ャ
ナ
（

こ
れ
に
準
ず
る
画
像
読
取
装
置
を
含
む
。
）
に
よ

り
読
み
取
っ
て
で
き
た
電
磁
的
記
録
を
特
定
非
営

利
活
動
法
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え

ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
っ

て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
よ
り
備
え
置
く
方
法 

２ 

（
略
） 

 

 

（
社
会
福
祉
法
に
基
づ
く
無
料
低
額
宿
泊
所
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規 

則
の
一
部
改
正
） 

第
六
条 

社
会
福
祉
法
に
基
づ
く
無
料
低
額
宿
泊
所
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施

行
規
則
（
令
和
二
年
広
島
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

 

（
入
居
申
込
者
に
対
す
る
説
明
、
契
約
等
） 

第
四
条 

（
略
） 

２
―
６ 

（
略
） 

７ 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録 

媒
体
を
い
う
。
）
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル 

に
電
磁
的
記
録
を
記
録
し
た
物
を
交
付
す
る
方
法 

 
 

８
―

 

（
略
） 

 

 

（
入
居
申
込
者
に
対
す
る
説
明
、
契
約
等
） 

第
四
条 

（
略
） 

２
―
６ 

（
略
） 

７ 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の 

他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を 

確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
っ 

て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
電
磁
的
記
録
を
記
録
し 

た
物
を
交
付
す
る
方
法 

８
―

 

（
略
） 

 

 

（
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
） 

第
七
条 

建
築
士
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
五
年
広
島
県
規
則
第
百
八
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 



次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

（
登
録
状
況
の
報
告
） 

第
十
三
条
の
八 
（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方 

式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と 

が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、 

電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る 

も
の
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
） 

を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ア
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し 

た
も
の
を
知
事
に
交
付
す
る
方
法 

 

（
広
島
県
指
定
登
録
機
関
へ
の
書
類
の
交
付
） 

第
十
三
条
の
十
一 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ア
イ 

ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
広
島
県
指
定
登
録 

機
関
に
交
付
す
る
方
法 

 
 

（
二
級
建
築
士
等
試
験
事
務
の
実
施
結
果
の
報
告
） 

第
二
十
四
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ア
イ 

ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
知
事
に
交
付
す
る 

方
法 

 

（
登
録
状
況
の
報
告
） 

第
十
三
条
の
八 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

磁
気
デ
イ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
イ
ー
・
ロ
ム
そ
の 

他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を 

確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
（
以
下 

「
磁
気
デ
イ
ス
ク
等
」
と
い
う
。
）
を
も
つ
て
調 

製
す
る
フ
ア
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
知 

事
に
交
付
す
る
方
法 

  
（
広
島
県
指
定
登
録
機
関
へ
の
書
類
の
交
付
） 

第
十
三
条
の
十
一 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

磁
気
デ
イ
ス
ク
等
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ア
イ 

ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
広
島
県
指
定
登
録 

機
関
に
交
付
す
る
方
法 

 
 

（
二
級
建
築
士
等
試
験
事
務
の
実
施
結
果
の
報
告
） 

第
二
十
四
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

磁
気
デ
イ
ス
ク
等
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ア
イ 

ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
知
事
に
交
付
す
る 

方
法 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


